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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 フ ァ イ ル を 記 憶 す る デ ー タ 領 域 と 前 記 フ ァ イ ル の 管 理 情 報 を 記 憶 す る 管 理 領 域 と を 構 成
す る フ ァ イ ル シ ス テ ム に 従 い 、 不 揮 発 性 の 記 憶 手 段 へ の ア ク セ ス を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、
　 前 記 記 憶 手 段 の 前 記 デ ー タ 領 域 を 消 去 す る が 前 記 管 理 情 報 を 消 去 し な い 第 １ の フ ォ ー マ
ッ ト と 、 前 記 記 憶 手 段 の 前 記 管 理 情 報 を 消 去 し そ の 後 に 前 記 デ ー タ 領 域 を 消 去 す る 第 ２ の
フ ォ ー マ ッ ト と 、 の い ず れ か を 実 行 す る フ ォ ー マ ッ ト 手 段 と 、 備 え 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ の フ ォ ー マ ッ ト を 実 行 し て い る 期 間 に お い て は フ ォ ー マ ッ ト
の 中 止 指 示 を 不 可 に し 、 前 記 第 ２ の フ ォ ー マ ッ ト を 実 行 し て い る 期 間 の う ち 前 記 デ ー タ 領
域 を 消 去 す る 期 間 に お い て は フ ォ ー マ ッ ト の 実 行 の 中 止 指 示 を 許 容 し て 前 記 第 ２ の フ ォ ー
マ ッ ト の 実 行 を 中 止 す る よ う 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 ２ の フ ォ ー マ ッ ト を 実 行 し て い る 期 間 の う ち 前 記 デ ー タ 領 域 を
消 去 す る 期 間 に お い て 、 フ ォ ー マ ッ ト の 中 止 の 許 容 を 表 示 手 段 に よ り 利 用 者 に 通 知 し 、 利
用 者 の 操 作 に よ り 前 記 中 止 指 示 を 入 力 で き る よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 フ ォ ー マ ッ ト 手 段 は 、 前 記 第 ２ の フ ォ ー マ ッ ト に お け る 前 記 デ ー タ 領 域 の 消 去 を 、
前 記 フ ァ イ ル シ ス テ ム に 従 う ブ ロ ッ ク 単 位 で 実 行 し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ブ ロ ッ ク 単 位
で の 消 去 の 期 間 に お い て 、 前 記 中 止 指 示 を 許 容 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に
記 載 の 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 フ ォ ー マ ッ ト 手 段 は 、 前 記 ブ ロ ッ ク 単 位 で の フ ォ ー マ ッ ト の 進 行 状 況 を 表 示 手 段 に
よ り 利 用 者 に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ５ 】



　 前 記 記 憶 手 段 は 、 イ ン タ フ ェ ー ス を 介 し て 接 続 さ れ る 外 部 記 憶 媒 体 で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 電 子 機 器 は デ ジ タ ル カ メ ラ で あ り 、 前 記 第 ２ の フ ォ ー マ ッ ト を 中 止 し た 後 、 シ ャ ッ
タ ー の 操 作 を と も な う 撮 像 処 理 に 移 行 で き る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か
１ 項 に 記 載 の 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ７ 】
　 フ ァ イ ル を 記 憶 す る デ ー タ 領 域 と 前 記 フ ァ イ ル の 管 理 情 報 を 記 憶 す る 管 理 領 域 と を 構 成
す る フ ァ イ ル シ ス テ ム に 従 い 、 不 揮 発 性 の 記 憶 手 段 へ の ア ク セ ス を 制 御 す る 電 子 機 器 の 制
御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 記 憶 手 段 の 前 記 デ ー タ 領 域 を 消 去 す る が 前 記 管 理 情 報 を 消 去 し な い 第 １ の フ ォ ー マ
ッ ト と 、 前 記 記 憶 手 段 の 前 記 管 理 情 報 を 消 去 し そ の 後 に 前 記 デ ー タ 領 域 を 消 去 す る 第 ２ の
フ ォ ー マ ッ ト と 、 の い ず れ か を 実 行 す る フ ォ ー マ ッ ト 工 程 と 、
　 前 記 第 １ の フ ォ ー マ ッ ト を 実 行 し て い る 期 間 に お い て は フ ォ ー マ ッ ト の 中 止 指 示 を 不 可
に し 、 前 記 第 ２ の フ ォ ー マ ッ ト を 実 行 し て い る 期 間 の う ち 前 記 デ ー タ 領 域 を 消 去 す る 期 間
に お い て は フ ォ ー マ ッ ト の 実 行 の 中 止 指 示 を 許 容 し て 前 記 第 ２ の フ ォ ー マ ッ ト の 実 行 を 中
止 す る よ う 制 御 す る 制 御 工 程 と 、 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 電 子 機 器 の 制 御 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 課 題 を 解 決 す る た め 、 例 え ば 本 発 明 の 電 子 機 器 は 以 下 の 構 成 を 備 え る 。 す な わ ち 、
　 フ ァ イ ル を 記 憶 す る デ ー タ 領 域 と 前 記 フ ァ イ ル の 管 理 情 報 を 記 憶 す る 管 理 領 域 と を 構 成
す る フ ァ イ ル シ ス テ ム に 従 い 、 不 揮 発 性 の 記 憶 手 段 へ の ア ク セ ス を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、
　 前 記 記 憶 手 段 の 前 記 デ ー タ 領 域 を 消 去 す る が 前 記 管 理 情 報 を 消 去 し な い 第 １ の フ ォ ー マ
ッ ト と 、 前 記 記 憶 手 段 の 前 記 管 理 情 報 を 消 去 し そ の 後 に 前 記 デ ー タ 領 域 を 消 去 す る 第 ２ の
フ ォ ー マ ッ ト と 、 の い ず れ か を 実 行 す る フ ォ ー マ ッ ト 手 段 と 、 備 え 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ の フ ォ ー マ ッ ト を 実 行 し て い る 期 間 に お い て は フ ォ ー マ ッ ト
の 中 止 指 示 を 不 可 に し 、 前 記 第 ２ の フ ォ ー マ ッ ト を 実 行 し て い る 期 間 の う ち 前 記 デ ー タ 領
域 を 消 去 す る 期 間 に お い て は フ ォ ー マ ッ ト の 実 行 の 中 止 指 示 を 許 容 し て 前 記 第 ２ の フ ォ ー
マ ッ ト の 実 行 を 中 止 す る よ う 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 。
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